
動物の輸出入検疫速報（平成22年6月分）

（単位：頭、羽、群）

輸　入 輸　出
　牛 1,481 -
　豚 29 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 364 1

　その他の馬科 - -

　兎 13 1

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 58,765 -

　初生ひな（その他） 2,025 -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 12,684

　犬 620 563
　猫 134 149
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 883

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

3,349,130 899,340 78,590 61,241 64,103 - 4,452,403

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

48,429,166 87,906,968 1,982,595 - - - 287,559

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,607,875 - 172,992 26,107 1,072,658 2,696,039 203,197

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

4,393 491,955 825 36,877,860 15,000 1,159,413 5,286,874

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

30,090,408 3,371,983 221,683,869

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

361,589 17,038 1,140 - - - 75,654

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

2,269,147 179,323 311,125 2,380,637 598 - 359,173

加熱処理その他
の家禽臓器

計

5,235 5,960,659

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 496,738 3,004 499,742

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,519,113 193,080 140 162 29,818 - 105,631

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 2,847,943

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 4,175 - 18,498 - 16,534 4,613

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

14,560 309,179 - - 367,559

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

90,912 10,364 - - 101,276

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

49,230 243 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

12,560,120 - 167,661 12,727,781

総計

248,641,233

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成22年6月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

16,360 23,938 - - - - 525

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,387 161 - - 1,282,011 - 6,835

計

1,332,217

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 61 - - 18,210 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 18,271

殻付卵 液卵 その他の卵 計

96,774 - -  96,774

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

933,042 5,744,419 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,677,461

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 110,991 - - 110,991

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 2,320,000 2,320,000

総計

10,555,715

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


